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はじめに

１ 点検及び評価の趣旨

平成１９年 6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され（平成２０年 4月 1日施

行）、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を議会に提出することとされました。

また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることと

されました。

音更町教育委員会では、これまでも各種計画に基づき効果的な教育行政を推進してきましたが、法に

基づく点検及び評価を行い、その結果を公表することで、町民の皆様に教育に関する事務の管理及び執

行の状況について説明するとともに、今後の施策・事業の展開等に活用し、より一層効果的な教育行政

の推進を図っていきます。

（参考）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成１９年６月２７日一部改正）

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された事務その

他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の

管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する

とともに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を

図るものとする。

２ 点検及び評価の対象

平成１９年度の教育委員会の活動状況のほか、平成１９年度教育行政推進の方針に位置づけられて実

施した施策・事業等を点検及び評価の対象としています。

３ 点検及び評価の方法

教育委員会会議の開催状況など、教育委員会の活動状況を明らかにするとともに、施策・事業等につ

いては、課題等を踏まえた今後の取組みの方向性を明らかしています。

教育委員会が行った点検及び評価の客観性を確保するとともに、今後の取り組みに向けた活用を図る

ため、来年度からは、教育に関し学識経験を有する方から点検及び評価に関する意見や助言をいただき

ます。



１ 教育委員会の活動状況
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Ⅰ 点検及び評価の結果

１ 教育委員会の活動状況

（１） 会議の状況

教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び音更町教育委

員会会議規則に基づき、５人の教育委員会委員が教育行政に関する基本的な方針の決

定や教育委員会規則の制定など、教育に関する様々な議題について審議します。

平成１９年度は、次のとおり開催されました。

それぞれの会議においては、事務局から付議案件の提案理由や説明が行われた後、

教育委員会委員の活発な質疑、審議を経て、いずれも決定、了承されました。

今後においても、教育を取り巻く課題等に対応した施策の推進等に向けて、十分な

審議を行っていく必要があるため、各委員に資料等の事前説明を行う等、審議がより

活発なものとなるようにしていきたいと考えています。

さらに、日常的に事務局と施策・事業の実施状況等や教育の課題等についての意見

交換を行い、学校訪問などの活動を充実させながら、積極的に教育行政を推進してい

く必要があると考えております。

期 日 付 議 案 件

19. 4.27

（報告）

・ 教育委員会事務報告

・ 卒業式・入学式の実施状況について

（議案）

・ 音更町教育研究所職員の委嘱について

・ 音更町社会教育委員及び音更町公民館運営審議会委員の委嘱について

・ 音更町文化財保護審議会委員の委嘱について

・ 音更町図書館協議会委員及び音更町立視聴覚ライブラリー運営委員会

委員の委嘱について

19. 5.30

（報告）

・ 教育委員会事務報告

・ 音更町温水プールの指定管理者委託に伴う利用実績と委託料の精算に

ついて

（議案）

・ 音更町公民館条例の一部を改正する条例案について

・ 音更町学校評議員の委嘱について

・ 音更町青少年センター運営委員の委嘱について

・ 音更町奨学資金審議会委員の委嘱について

・ 学校職員の処分の内申について

（協議案）

・ 平成１９年度補正予算（案）について

・ 教育委員の学校訪問について
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19. 6.22

（報告）

・ 教育委員会事務報告

・ 陳情第１号 義務教育費国庫負担率の回復、教育予算の拡充を求める件

について

（議案）

・ 音更町奨学資金支給者の決定について

（協議案）

・教育委員の学校訪問日程について

19. 7.20

（報告）

・ 教育委員会事務報告

（議案）

・ 英語指導助手の採用について

・ 音更町いじめ問題等対策委員会委員の委嘱について

・ 音更町青少年センター運営委員の委嘱について

19. 8.24

（報告）

・ 教育委員会事務報告

（議案）

・ 平成２０年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書の採択につ

いて

・ 音更町就学指導委員会委員の委嘱について

・ 平成２０年度北海道公立学校長採用候補者の推薦について

（協議案）

・ 平成１９年度補正予算（案）について

・ 音更町文化センター設備改修工事（大小ホール照明・音響等設備機械更

新）に伴う使用停止について

19. 9.27

（報告）

・ 教育委員会事務報告

（議案）

・ 平成１９年度全国学力・学習状況調査の結果の公表等について

・ 平成２０年度北海道公立学校教頭昇任候補者の推薦について

・ 音更町就学指導委員会委員の委嘱について

（協議案）

・駒場小学校校舎改築に係る基本的な考え方について

19.10.19

（報告）

・ 教育委員会事務報告

（議案）

・平成１９年度音更町文化奨励賞等表彰者の決定について

19.11. 5

（臨時会）

（報告）

・ 全国学力・学習状況調査の取扱いについて

（議案）

・ 学校職員評価制度（試行）の実施について

（協議案）

・鈴蘭小学校校舎増築について
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19.11.22

（報告）

・ 教育委員会事務報告

・ 教職員時間外勤務手当等請求訴訟事件について

（協議案）

・ 平成１９年度補正予算（案）について

・ 平成２０年度教育委員会予算について（予算編成に向けて）

19.12.21

（報告）

・ 教育委員会事務報告

・ 平成１９年度いじめに関する実態報告について

（議案）

・ 平成２０年度全国学力・学習状況調査への参加について

（協議案）

・平成２０年度教育委員会予算編成に伴う主要事業の概要について

20. 1.31

（報告）

・ 教育委員会事務報告

（議案）

・音更町立学校管理規則の一部を改正する規則案について

20. 2.22

（報告）

・ 教育委員会事務報告

（議案）

・ 音更町学校部分林設定条例及び音更町有林野学校林設定条例を廃止す

る条例案について

・ 音更町パークゴルフ場条例の一部を改正する条例案について

・ 音更町パークゴルフ場条例施行規則の一部を改正する規則案について

・ 平成１９年度音更町スポーツ賞等該当者の決定について

・ 教職員人事の内申について

（協議案）

・ 平成１９年度補正予算（案）について

・ 平成２０年度教育行政推進の方針（案）について

・ 平成２０年度教育委員会予算（案）及び主要事業について

・ 駒場小学校校舎改築基本設計について

20. 3.25

（報告）

・ 教育委員会事務報告

・ 卒業式の実施状況について

・ スクールバス運行における交通事故について

・ 学校職員の懲戒処分について

（議案）

・ 音更町教育委員会事務局職員の人事について

・ 教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則を

一部改正する規則案について

・ 教職員人事の内申について
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（２） 規則等の制定・改廃の状況

平成１９年度に制定・改廃された教育委員会の規則及び教育関係の条例は次のとおりで

す。

ア 規則

題 名 公布年月日 施行年月日

・音更町学校管理規則の一部を改正する規則

・音更町パークゴルフ場条例施行規則の一部を改正する規則

・教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任

する規則の一部を改正する規則

20. 1.31

20. 2.22

20. 3.25

20. 1.31

20. 4. 1

20. 4. 1

イ 条例

題 名 公布年月日 施行年月日

・音更町公民館条例の一部を改正する条例

・音更町学校部分林設定条例及び音更町有林野学校林設定条

例を廃止する条例

・音更町パークゴルフ場条例の一部を改正する条例

19. 6.20

20. 3.21

20. 3.21

19. 6.20

20. 3.21

20. 4. 1

（３） 表彰の状況

ア 音更町文化奨励賞等

〔音更町の文化の高揚と発展に寄与した個人及び団体を表彰〕

① 文化奨励賞：（科学・芸術・教育等を通じ、音更町の文化の進展に著しく貢献した

個人又は団体を表彰）

氏 名（年齢） 表 彰 事 由

個人 岩 岡 忠 勝(73 歳) 本町文化の向上に寄与

田 村 綾 那(17 歳) 書道（全道高等学校書道展 北海道高等学校文化連盟賞）

団体 音更高等学校管弦楽局 音楽(全道高文連音楽発表大会 最優秀賞）

② 文化奨励特別賞：（音更町の文化の振興発展に貢献し、その功績が特に顕著な個人

又は団体を表彰）平成１９年度は該当者なし。
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イ 音更町スポーツ賞等

〔音更町のスポーツの分野において優秀な成績をおさめた者及びスポーツの振

興に寄与した個人又は団体を表彰〕

① スポーツ賞（全国・全道規模の大会で優秀な成績・記録をおさめた個人又は団体）

【個人】

氏 名 年齢 所 属 種 目

遠 藤 麻 衣 15 歳 緑南中学校 バレーボール

富 田 奈那美 15 歳 下音更中学校 バレーボール

松 田 力 也 10 歳 木野東小学校 卓球

板 矢 智 志 12 歳 下音更小学校 サッカー

駒 澤 颯 人 12 歳 下音更小学校 サッカー

稲 葉 淳 12 歳 緑陽台小学校 サッカー

五十川 智 美 18 歳 とわの森三愛高等学校 ソフトボール

高 森 健 太 17 歳 白樺学園高等学校 バレーボール

大 山 慶二郎 17 歳 音更高等学校 ボクシング

高 田 佳 明 17 歳 音更高等学校 ボクシング

【団体】

名 称 種 目

下音更中学校野球部 野球

② スポーツ奨励賞（全国・全道規模の大会で上位入賞、十勝大会で優秀な成績）

【個人】

氏 名 年齢 所 属 種 目

羽 原 里 美 18 歳 帯広南商業高等学校 バレーボール

堀 部 美 紗 18 歳 帯広南商業高等学校 バレーボール

【団体】

名 称 種 目

音更太陽シニアクラブ ソフトボール

③ スポーツ功労賞（本町におけるスポーツの普及振興に貢献のあった個人又は団体）

【個人】

氏 名 年齢 所 属 種 目

田 辺 泰 夫 74 歳 音更町陸上競技協会 陸上
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（４）研修会等への参加の状況

教育委員会では、各種研修会に参加し、他市町村教育委員会との情報交換や、研修に努

めているほか、教育行政に関する調査・研究を行っています。

平成１９年度は、北海道立生涯学習センターを訪問し、生涯学習をめぐる最近の動向と

課題や広域的な生涯学習サービス網の整備等についての調査・研究を実施いたしました。

年月日 場 所 研 修 会 等

19. 7.11

～12

札幌市 ・北海道立生涯学習センター

・第４４回北海道市町村教育委員研修会

19.12. 4 幕別町 ・十勝管内市町村教育委員会教育委員研修会

（５）学校訪問の状況

教育委員会では、教育委員全員で町内全小中学校を訪問し、それぞれの学校の取り組み

について実情把握に努めています。

校長より経営の重点・懸案事項の説明及び授業参観による子どもたちの学びの様子を見

学後、教育委員会と校長・教頭との意見交換により、学校運営・教育環境等様々な視点で

実情と課題の把握等に努め、より良い教育環境の推進に努めております。

また、訪問時に学校給食の試食も行っております。

平成１９年度は特に「保健室訪問」を実施し、児童生徒の保健室の利用状況と養護教諭

から見ての児童生徒の最近感じる点等の説明をもらい、課題の把握に努めました。

訪問年月日 訪 問 学 校 名

19. 7.17 下音更小学校、鈴蘭小学校（学校給食）、下音更中学校

19. 7.20 昭和小学校、音更小学校（学校給食）

19. 8.24 緑陽台小学校、音更中学校（学校給食）

19. 8.28 緑南中学校、駒場小学校（学校給食）、駒場中学校

19. 8.31 豊田小学校、東士幌小学校

19. 9. 5 下士幌小学校、木野東小学校（学校給食）

19.10. 9 東中音更小学校、西中音更小学校（学校給食）、南中音更小学校

19.10.19 東士狩小学校、共栄中学校（学校給食）

（各種学校行事等）

小中学校の入学式・卒業式に委員長をはじめ、各委員、教育長が出席するほか、運動会・

体育祭への訪問等を行っています。

また、周年記念事業等としては次のとおり実施され、記念式典に参加しております。

【柳町小学校開校３０周年記念式典（平成１９年１１月１８日）】
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（６） 町民への情報提供の状況

教育委員会では、教育に関する制度や手続き、行事等の周知を図るために、様々な情報

を提供しています。

今後においても、ホームページや町広報誌等を活用し、情報提供の方法を工夫しながら、

より一層、わかりやすく、様々な情報を提供していく必要があると考えています。

ア 広報誌の活用

毎月発行している公報「おとふけ」にて教育に関する各種情報の提供に努めました。

（主な掲載情報）

・「生涯学習のまど」OOJC ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ等の各種講座の紹介

・「図書館通信」新着・おすすめ図書の紹介、図書館行事のお知ら

・その他（小規模特認校の特集紹介等）

イ ホームページの活用

ホームページの管理・運営を通じて、教育委員会の活動を町民にお知らせしてます。

（主な掲載情報）

・音更町の教育目標

・小中学校ホームページ

・学校教育関係（区域外就学、就学援助等）

・社会教育関係（施設の紹介 空き状況/予約、生涯学習等）

・図書館（蔵書検索）



２ 教育行政推進における

主要な施策の実施状況



２
教
育
行
政
推
進
に
お
け
る
主
要
な
施
策
の
実
施
状
況

１
.
幼
稚
園
就
園
奨
励
私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
補
助
を
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

補
助
対
象
人
数
3
6
5
人

補
助
額
2
4
,
7
2
8
,
0
0
0
円

２
.
教
職
員
研
修
教
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
研
修
を
行
っ
た
。

対
象
教
職
員
3
4
0
人
2
,
8
2
2
,
9
0
5
円

３
.
教
職
員
健
康
対
策
教
職
員
の
健
康
診
断
を
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

文
教
対
策

私
立
幼
稚
園
に
就
園
し
て
い
る
園
児
の
保
護
者
の
所
得
状
況
に
応
じ
て

経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
的
負
担
が
軽
減
さ
れ
、

も
っ
て
幼
児
教
育
の
振
興
が
図
ら
れ
て
い
る
。

補
助
額
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
文
部
科
学
省
の
補
助
事
業
で
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
継
続
し
て
い
き
た
い
。

教
職
員
の
素
養
、
知
識
、
技
術
向
上
の
た
め
に
学
校
内
で
行
う
研
修

と
、
道
内
研
修
参
加
者
に
そ
の
費
用
を
交
付
し
た
。

今
後
と
も
学
校
内
で
の
総
意
工
夫
し
た
研
修
を
奨
励
し
、
教
職
員
研
修

の
充
実
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

３
.
教
職
員
健
康
対
策
教
職
員
の
健
康
診
断
を
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

受
診
人
数
3
1
5
人
延
1
,
3
4
1
人
3
,
1
7
3
,
8
7
9
円

胸
部
Ｘ
線
、
胃
検
査
、
血
圧
検
査
、
尿
検
査
、
血
液
検
査

心
電
図
検
査
、
聴
力
検
査
、
身
体
総
合
検
査

４
.
教
材
教
具
の
整
備
小
中
学
校
の
教
材
教
具
を
次
の
と
お
り
整
備
し
た
。

（
単
位
円
)

５
.
総
合
的
な
学
習
の
時
間
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
し
て
、
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
の
推
進
を
図
っ
た
｡

支
援
事
業

（
単
位
円
)

教
職
員
の
健
康
診
断
を
帯
広
徳
州
会
病
院
に
委
託
し
、
実
施
し
た
。

受
け
入
れ
人
数
の
制
限
が
あ
る
た
め
（
1
日
5
名
程
度
）
長
期
間
に
渡
る

が
、
長
期
休
業
期
間
中
に
多
く
の
教
職
員
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
日
程
調
整

を
し
、
実
施
し
て
い
き
た
い
。

中
学
校

5
8
5
5
,
0
0
0

計
2
0

2
,
5
0
0
,
0
0
0

区
分
学
校
数
交
付
額

小
学
校

1
5

1
,
6
4
5
,
0
0
0

1
5

5
,
9
3
9
,
6
8
0

中
学
校

5
2
,
6
2
1
,
4
3
4

計
2
0

8
,
5
6
1
,
1
1
4

区
分
学
校
数
整
備
額

新
設
の
普
通
学
級
や
特
別
支
援
学
級
に
必
要
な
教
材
や
、
学
校
要
望
を

整
理
し
た
上
で
教
材
教
具
を
整
備
し
、
教
育
環
境
の
充
実
を
図
っ
て
い

る
。 ま
た
、
吹
奏
楽
の
楽
器
は
年
次
計
画
で
各
中
学
校
に
整
備
し
て
い
る
。

今
後
と
も
計
画
的
に
教
材
教
具
を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
教
育
活
動
に
お
い
て
、
創
意
工
夫
を

生
か
し
た
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
に
資
す
る
た
め
、
小
中
学
校
に
そ
の
経

費
を
を
交
付
し
て
い
る
。

今
後
と
も
、
国
際
理
解
・
情
報
・
環
境
・
福
祉
・
健
康
教
育
等
の
総
合

的
な
教
育
活
動
の
推
進
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
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項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

６
.
就
学
援
助
就
学
困
難
な
児
童
生
徒
に
対
し
、
次
の
と
お
り
就
学
援
助
費
を
支
給
し
た
。

(
単
位
人
、
円
)

７
．
奨
学
資
金
高
校
在
学
者
で
家
庭
の
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学
困
難
な
者
に
対
し
、
奨
学
資
金
を
支
給
し
た
。

(
単
位
人
、
円
)

支
給
総
額

通
年
(
1
2
ヵ
月
)
6
0

月
額
6
,
5
0
0

4
,
6
6
7
,
0
0
0

計
8
5
4
6
4
,
8
8
6
,
8
7
1

区
分
支
給
人
数
奨
学
資
金

医
療

費
4
2
3
1
,
6
7
8
,
0
9
7

給
食

費
8
5
4
3
4
,
2
3
0
,
4
5
2

修
学
旅
行
費

1
9
6
7
,
7
8
0
,
9
0
2

通
学

費
2
1

5
6
5
,
8
3
0

体
育
実
技
用
具
費

2
7
4
3
,
0
5
4
,
1
7
0

入
学
準
備
金

1
7
6
3
,
5
1
1
,
5
0
0

区
分

人
数
支
給
額

学
用
品
費

8
5
4
1
4
,
0
6
5
,
9
2
0

就
学
困
難
な
児
童
生
徒
に
対
し
、
就
学
援
助
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経

費
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て
い
る
。

年
々
対
象
者
も
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
今
後
と
も
保
護
者
負
担
の
軽
減

の
た
め
、
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

高
校
在
学
者
で
あ
っ
て
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
就
学
困
難
な
高
校

生
に
奨
学
金
を
支
給
し
て
い
る
。

申
請
者
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
た
め
、
今
後
、
認
定
者
数
の
増
を
検
討

８
．
教
育
施
設
の
整
備
教
育
施
設
の
整
備
を
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

（
既
存
施
設
の
改
修
及
び
保
全
）

老
朽
化
し
た
学
校
プ
ー
ル
の
修
繕
と
暖
房
設
備
の
改
修
を
実
施
し
た
。

今
後
も
安
全
性
と
機
能
性
を
確
保
す
る
た
め
、
計
画
的
な
改
修
と
保
全
に

努
め
る
。

（
学
校
施
設
の
耐
震
化
推
進
）

木
野
東
小
学
校
校
舎
の
耐
震
改
修
お
よ
び
柳
町
小
学
校
の
耐
震
改
修
設

計
を
実
施
し
た
。
安
全
と
安
心
な
学
校
づ
く
り
の
た
め
施
設
の
耐
震
化
は

喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
情
報
を
公
開
し
つ
つ
積
極
的
な
取
り
組
み
が
必
要

で
あ
る
。

（
教
室
不
足
解
消
の
た
め
の
増
築
）

児
童
増
に
対
応
す
る
た
め
木
野
東
小
学
校
お
よ
び
鈴
蘭
小
学
校
校
舎
の

増
築
設
計
を
実
施
し
た
。
児
童
・
生
徒
の
推
移
を
見
極
め
な
が
ら
施
設
の

整
備
計
画
を
進
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

（
危
険
建
物
の
改
築
）

耐
力
度
不
足
の
駒
場
小
学
校
校
舎
の
改
築
設
計
を
実
施
し
た
。

共
栄
中
学
校
暖
房
自
動
制
御
修
繕
工
事
1
,
7
5
3
,
5
0
0
暖
房
自
動
制
御
修
繕

共
栄
中
学
校
特
別
支
援
教
室
改
修
工
事
4
,
6
2
0
,
0
0
0
肢
体
不
自
由
児
対
応
設
備
整
備

鈴
蘭
小
学
校
教
室
等
改
修
工
事

1
1
,
0
7
7
,
5
0
0
普
通
教
室
改
造
、
給
食
室
改
修
、
網

戸
設
置

木
野
東
小
学
校
校
舎
耐
震
改
修
追
加
工

事
6
,
8
2
5
,
0
0
0
外
壁
面
塗
装
修
繕

緑
陽
台
小
学
校
水
泳
プ
ー
ル
修
繕
工
事

5
7
0
,
0
0
0
胴
縁
一
部
交
換
修
繕

木
野
東
小
学
校
校
舎
耐
震
改
修
工
事
1
3
4
,
9
2
5
,
0
0
0
ピ
タ
コ
ラ
ム
工
法
、
内
部
壁
増
設
、

鉄
骨
ブ
レ
ー
ス

柳
町
小
学
校
水
泳
プ
ー
ル
修
繕
工
事

2
,
3
3
1
,
0
0
0
柱
脚
部
、
胴
縁
、
ブ
レ
ー
ス
一
部
交

換
修
繕

西
中
音
更
小
学
校
水
泳
プ
ー
ル
ろ
過
機

修
繕
工
事

1
,
9
2
1
,
5
0
0
Ｆ
Ｒ
Ｐ
製
砂
ろ
過
機
、
モ
ー
タ
ー
等

更
新

計
6
0

4
,
6
6
7
,
0
0
0

（
単
位
円
)

工
事
名
等

工
事
費
等

内
容

通
年
(
1
2
ヵ
月
)
6
0

月
額
6
,
5
0
0

4
,
6
6
7
,
0
0
0

冬
期
(
４
ヵ
月
)

月
額
6
,
5
0
0

申
請
者
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
た
め
、
今
後
、
認
定
者
数
の
増
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。
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項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

９
．
教
員
住
宅
の
整
備
教
員
住
宅
の
整
備
を
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

教
員
住
宅
給
湯
設
備
工
事

教
職
員
の
福
利
厚
生
の
一
環
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
教
員
住
宅
の
改

善
の
た
め
、
給
湯
器
未
設
置
の
住
宅
に
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
た
ほ
か
、
傷

み
の
激
し
い
屋
根
を
塗
装
し
た
。
今
後
も
設
置
目
的
の
達
成
の
た
め
、
入

居
者
の
要
望
を
把
握
し
、
入
居
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
整
備
を
進
め
る
必

2
,
5
8
3
,
0
0
0
石
油
給
湯
器
、
シ
ャ
ワ
ー
、
混
合
栓
５
戸

計
1
7
1
,
9
8
2
,
5
0
0
債
務
負
担
を
除
く

（
単
位
円
)

工
事
名

工
事
費

内
容

駒
場
小
学
校
校
舎
改
築
設
計
委
託
業
務

（
債
務
負
担
）

2
8
,
2
1
3
,
5
0
0
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、
基
本
設
計
、
実

施
設
計
、
外
構
設
計

鈴
蘭
小
学
校
校
舎
増
築
設
計
委
託
業
務

（
債
務
負
担
）

3
,
6
7
5
,
0
0
0
校
舎
増
築
実
施
設
計

柳
町
小
学
校
校
舎
耐
震
補
強
設
計
委
託

業
務

3
,
8
8
5
,
0
0
0
校
舎
耐
震
改
修
実
施
設
計

木
野
東
小
学
校
校
舎
増
築
設
計
委
託
業

務
4
,
0
7
4
,
0
0
0
校
舎
増
築
実
施
設
計

教
員
住
宅
屋
根
塗
装
工
事

５
棟
７
戸

1
0
.
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

信
頼
さ
れ
る
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
に
向
け
て
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

・
学
校
評
議
員
の
委
嘱
（
小
学
校
6
4
名
、
中
学
校
2
2
名
）

・
小
規
模
特
認
校
制
度
導
入
（
昭
和
小
学
校
）

1
1
.
い
じ
め
等
の
対
策

い
じ
め
問
題
等
対
策
委
員
会
を
設
置
し
、
全
小
中
学
校
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
ま
と
め
た
｢
い
じ
め
に
関
す
る
実
態
調
査
」
と
、
具
体
的
な
対
応
状
況
を
整
理
し
た

｢
い
じ
め
指
導
事
例
集
｣
を
作
成
し
、
教
職
員
に
配
付
し
た
。

居
者
の
要
望
を
把
握
し
、
入
居
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
整
備
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
。

1
,
7
5
3
,
5
0
0

計
4
,
3
3
6
,
5
0
0

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
基
に
、
い
じ
め
の
実
態
把
握
に
取
り
組
ん
で
い

る
。 ま
た
、
適
応
指
導
教
室
や
、
心
の
相
談
員
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

い
じ
め
・
不
登
校
に
対
し
て
解
決
で
き
る
よ
う
進
め
て
い
る
。

今
後
も
、
校
内
・
町
内
体
制
の
充
実
に
よ
り
、
早
期
発
見
・
早
期
解
決

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
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信
頼
さ
れ
る
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
学
校
評
議
員
制

度
を
活
用
し
て
い
る
。

今
後
と
も
、
学
校
評
議
員
を
活
用
し
た
｢
学
校
評
価
｣
及
び
情
報
の
発
信

に
努
め
、
学
校
・
地
域
・
家
庭
の
よ
り
一
層
の
連
携
協
力
を
強
め
て
い
き

た
い
。

ま
た
、
昭
和
小
学
校
の
小
規
模
特
認
校
導
入
に
つ
い
て
は
平
成
１
９
年

度
は
３
名
の
児
童
が
通
学
し
て
い
た
が
、
平
成
２
０
年
度
は
２
名
と
な
っ

て
い
る
。
制
度
の
P
R
に
今
後
と
も
努
め
て
い
き
た
い
。



項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

1
2
.
児
童
生
徒
の
安
全
確
保

児
童
生
徒
の
安
全
確
保
対
策
と
し
て
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

・
新
入
学
児
童
へ
の
防
犯
ブ
ザ
ー
の
配
付

・
巡
視
強
化
の
た
め
の
用
具
購
入
（
傾
向
反
射
腕
章
）

・
全
中
学
校
に
A
E
D
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
を
配
置

1
3
.
情
報
教
育

小
中
学
校
に
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
を
整
備
し
、
児
童
生
徒
が
基
礎
的
操
作
の
習
得
並
び
に

情
報
化
時
代
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
教
育
を
実
施
し
た
。

次
の
学
校
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
整
備
を
実
施
し
た
。

整
備
校
音
更
中
学
校
・
駒
場
中
学
校
（
校
内
L
A
N
整
備
、
機
器
の
更
新
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
整
備
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
は
4
人
に
１
台
、
中
学

校
は
1
人
に
1
台
整
備
し
て
い
る
。

今
後
、
小
学
校
の
更
新
時
に
は
、
整
備
台
数
等
の
検
討
を
し
て
い
き
た

い
。登
下
校
時
の
通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
域
ぐ
る
み
で
子
ど

も
を
見
守
る
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
学
校
5
校
に
A
E
D
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
教
職
員
に
対
し
て

の
普
通
救
命
講
習
を
実
施
し
、
操
作
方
法
等
の
研
修
を
行
っ
た
。

1
4
.
国
際
理
解
教
育

英
語
指
導
助
手
を
配
置
し
、
中
学
校
に
お
け
る
生
徒
に
対
す
る
英
語
の
発
音
指
導
の
ほ
か
、
小

英
語
指
導
助
手
に
つ
い
て
は
、
契
約
期
間
を
１
年
間
と
し
、
更
新
を

学
校
に
お
け
る
英
会
話
の
補
助
及
び
地
域
に
お
け
る
国
際
交
流
活
動
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
認
め
て
い
る
。
小
中
学
校
を
は
じ
め
、
社
会
人
の
英
会
話
教
室
や
国
際

英
語
指
導
助
手
１
名

交
流
の
集
い
、
ス
ウ
イ
ン
グ
ダ
ン
ス
な
ど
幅
広
く
活
動
さ
れ
て
お
り
、

今
後
も
継
続
し
て
い
き
た
い
。

1
5
.
食
教
育

生
涯
に
わ
た
っ
て
健
康
で
生
き
生
き
と
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
を
目
指
し
、
児
童
生
徒
に
対
し

食
品
の
品
質
や
安
全
性
な
ど
を
自
ら
が
判
断
で
き
る
能
力
の
育
成
を
図
っ
て
い
る
。

十
勝
管
内
で
唯
一
の
自
校
給
食
は
、
搬
送
時
間
を
要
し
な
い
こ
と
か
ら
手
作
り
の
献
立
や
暖
か
い

料
理
の
提
供
が
行
え
、
児
童
生
徒
か
ら
好
評
を
得
て
い
る
。

1
6
．
規
模
別
小
中
学
校
の
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
校
に
委
託
し
、
次
の
と
お
り
研
究
を
実
施
し
た
。

教
育
効
果
に
関
す
る
【
研
究
目
的
】

研
究

国
語
と
算
数
（
数
学
）
の
基
礎
学
力
テ
ス
ト
と
学
校
生
活
意
識
調
査
を
実
施
し
、

学
校
規
模
並
び
に
学
級
規
模
が
、
児
童
生
徒
の
学
力
と
学
校
生
活
意
識
に
与
え
る

影
響
の
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
。

【
対
象
者
及
び
実
施
時
期
】

小
学
校
5
･
6
年
、
中
学
校
1
･
2
年
の
全
児
童
生
徒
を
対
象
に
7
月
と
1
2
月
の
２
回
調
査
を
実
施
し
た
。

小
学
校
１
５
校
（
第
1
回
調
査
9
2
5
名
、
第
2
回
調
査
9
2
7
名
）

中
学
校
５
校
（
第
1
回
調
査
9
0
7
名
、
第
2
回
調
査
8
8
2
名
）

本
町
の
学
校
給
食
は
、
地
場
産
品
の
割
合
が
高
い
が
、
今
後
と
も
食
教

育
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
食
品
の
安
全
・
安
心
に
継
続
し
て
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
。

（
平
成
2
0
年
度
に
は
、
栄
養
士
4
名
を
栄
養
教
諭
と
し
て
発
令
し
、
食

教
育
充
実
に
向
け
て
の
体
制
整
備
を
進
め
て
い
る
。
）

研
究
結
果
か
ら
、
小
学
校
で
は
学
力
に
つ
い
て
若
干
の
差
が
見
ら
れ
た

も
の
の
、
学
校
を
楽
し
い
と
思
う
意
識
に
つ
い
て
の
規
模
の
差
は
無
か
っ

た
。
中
学
校
で
は
学
校
・
学
級
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
学
力
は
プ
ラ
ス
の
影

響
が
働
く
一
方
、
学
校
や
学
級
へ
の
評
価
が
低
い
傾
向
も
分
か
っ
た
。

い
ず
れ
も
教
師
の
在
り
方
や
学
級
運
営
が
カ
ギ
を
握
る
こ
と
が
分
か

り
、
教
育
環
境
の
改
善
に
は
「
人
材
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

教
職
員
の
資
質
・
能
力
向
上
の
た
め
、
教
職
員
研
修
の
更
な
る
充
実
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

１
.
青
少
年
教
育
事
業
団
体
活
動
を
奨
励
し
、
体
験
学
習
の
充
実
と
指
導
者
の
養
成
を
図
り
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
努
め

た
。

こ
ど
も
姉
妹
町
視
察
研
修
（
岩
手
県
軽
米
町
）

こ
ど
も
会
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
（
夏
・
冬
）

秋
山
ハ
イ
キ
ン
グ

こ
ど
も
会
世
話
人
研
修
会

文
化
少
年
団
指
導
者
会
議

こ
ど
も
体
験
隊

熟
年
先
生
講
座
（
夏
・
冬
）

国
際
交
流
の
つ
ど
い

（
こ
ど
も
姉
妹
町
視
察
研
修
）

小
学
生
の
相
互
交
流
事
業
と
し
て
定
着
し
、
相
互
理
解
が
図
ら
れ
て
い

る
。
継
続
的
姉
妹
町
交
流
は
本
事
業
の
み
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
が
必
要

で
あ
る
。

（
各
種
こ
ど
も
会
事
業
）

地
域
と
共
に
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
と
の
関
係

が
希
薄
化
す
る
中
、
今
後
も
継
続
が
必
要
で
あ
る
。

（
こ
ど
も
会
世
話
人
、
文
化
少
年
団
指
導
者
会
議
）

各
世
話
人
・
指
導
者
の
資
質
向
上
及
び
養
成
を
図
り
地
域
で
の
少
年
の

健
全
育
成
を
図
る
も
の
で
、
今
後
も
継
続
が
必
要
で
あ
る
。

（
こ
ど
も
体
験
隊
、
熟
年
先
生
、
国
際
交
流
）

体
験
活
動
を
通
し
て
豊
か
な
情
操
や
健
全
な
身
体
の
育
成
を
図
る
と
共

に
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
が

必
要
で
あ
る
。

（
青
年
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
）

青
年
活
動
の
指
導
者
育
成
を
推
進
す
る
と
共
に
他
町
と
の
交
流
を
深
め

1
8

9
9

1
1
2

1
1
4 4

2
2

7
8

社
会
教
育
の
振
興

(
単
位
人
)

事
業

名
参
加
人
数

2
5

国
際
交
流
の
つ
ど
い

青
年
リ
ー
ダ
ー
研
修
会

成
人
式

２
.
青
少
年
対
策
青
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
、
街
頭
・
巡
視
指
導
・
通
報
・
相
談
等
を
行
い
、
非
行
防
止
に
努

め
た
。

青
年
活
動
の
指
導
者
育
成
を
推
進
す
る
と
共
に
他
町
と
の
交
流
を
深
め

る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
が
必
要
で
あ
る
。

（
成
人
式
）

新
成
人
と
し
て
の
意
識
及
び
認
識
を
持
っ
て
も
ら
う
機
会
と
し
て
、
今

後
も
継
続
が
必
要
で
あ
る
。

（
街
頭
・
巡
視
指
導
）

青
少
年
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に
、
各
地
区
の
指
導
員
と
連
携
を
と
り
な
が

ら
進
め
て
い
る
。
今
後
も
地
域
と
の
連
携
を
さ
ら
に
密
接
に
進
め
て
い
き

た
い
。

（
通
報
等
）

主
に
学
校
を
通
じ
青
少
年
セ
ン
タ
ー
に
通
報
が
あ
り
、
学
校
等
関
係
機

関
に
周
知
し
て
い
る
。
事
件
的
要
素
の
高
い
場
合
の
早
期
対
応
等
に
今
後

と
も
努
力
し
て
い
き
た
い
。

（
広
報
紙
）

月
1
回
発
行
し
、
概
ね
好
評
の
意
見
も
あ
る
が
、
よ
り
多
く
の
町
民
へ

見
て
も
ら
え
る
紙
面
づ
く
り
に
努
め
た
い
。

研
修
活
動

研
修
会

2
4
人

関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携

派
遣

2
1
人

学
校
訪
問
各
３
回

通
報
・
相
談

通
報

4
0
件

相
談

0
件

有
害
環
境
の
浄
化
活
動

随
時
実
施

広
報
活
動

広
報
紙
発
行
1
2
回

広
報
車
運
行
随
時1
8 8

3
3
1

対
策

内
容

実
施
回
数
等

街
頭
・
巡
視
指
導

巡
視
延
5
8
0
回

延
1
,
2
0
1
人
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項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

３
.
成
人
教
育
事
業
学
習
の
場
と
機
会
を
提
供
し
、
計
画
的
・
継
続
的
学
習
を
進
め
る
と
と
も
に
、
団
体
の
自
主
的
活
動

の
助
長
に
努
め
た
。

家
庭
教
育
学
級
（
2
0
学
級
）

幼
児
家
庭
教
育
学
級
（
マ
マ
の
講
座
）

女
性
ラ
イ
フ
ス
ク
ー
ル

高
齢
者
学
級
（
９
学
級
）

高
齢
者
大
学
（
４
学
年
）

高
齢
者
大
学
院
（
２
学
年
）

子
育
て
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

件

家
庭
教
育
電
話
相
談

件

（
各
家
庭
教
育
学
級
）

幼
児
・
小
中
学
生
の
保
護
者
の
子
育
て
を
支
援
す
る
と
共
に
資
質
の
向

上
の
た
め
、
今
後
も
継
続
が
必
要
で
あ
る
。

（
女
性
ラ
イ
フ
ス
ク
ー
ル
）

生
活
課
題
の
解
決
や
資
質
向
上
、
地
域
で
の
役
割
を
醸
成
す
る
た
め

に
、
今
後
も
必
要
で
あ
る
。

（
各
種
高
齢
者
教
室
）

社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
知
識
等
の
習
得
と
健
康
で
生
き
甲
斐
の
あ
る

社
会
生
活
を
支
援
す
る
と
共
に
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
及
び
社
会
参
加

を
助
長
す
る
取
り
組
み
を
実
施
す
る
も
の
で
、
今
後
と
も
必
要
な
事
業
で

あ
る
。

（
各
種
子
育
て
支
援
相
談
事
業
）

問
題
解
決
、
情
報
提
供
に
有
効
な
事
業
で
あ
る
。

8
1
6

5
7

2
4

1
9
0

1
8

(
単
位
人
)

事
業

名
参
加
人
数

2
,
7
8
8

5
0

5
0

家
庭
教
育
電
話
相
談

件

４
.
公
民
館
事
業
社
会
の
変
化
に
対
応
し
心
豊
か
に
生
き
て
い
く
た
め
に
、
自
己
学
習
や
世
代
間
・
地
域
間
交
流
の
促

進
を
図
っ
た
。

・
実
用
講
座
、
調
理
講
座
、
芸
術
講
座
、
趣
味
講
座
、
語
学
講
座
、
異

文
化
国
際
理
解
講
座
な
ど
住
民
ニ
ー
ズ
や
時
宜
に
対
応
し
た
講
座
を
実

施
し
、
生
き
が
い
づ
く
り
や
資
質
向
上
、
ま
た
、
文
化
的
生
活
を
支
援

公
民
館
講
座
（
７
講
座
）

し
て
い
く
も
の
で
、
今
後
も
継
続
が
必
要
で
あ
る
。

５
.
生
涯
学
習
事
業
生
涯
学
習
へ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
町
内
教
育
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
学
習
機
会
の
提
供
を

図
っ
た
。

（
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
）

生
涯
学
習
を
実
践
す
る
各
団
体
に
よ
る
実
行
委
員
会
形
式
の
イ
ベ
ン
ト

で
あ
り
、
貴
重
な
発
表
の
場
で
も
あ
る
。

（
Ｏ
Ｏ
Ｊ
Ｃ
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
、
高
校
開
放
講
座
）

帯
広
大
谷
短
期
大
学
・
音
更
高
校
と
共
同
で
実
施
す
る
学
習
講
座
で
あ

り
、
高
等
教
育
機
関
の
教
育
力
を
活
用
し
た
事
業
で
あ
る
。
地
域
の
教
育

資
源
活
用
と
し
て
極
め
て
有
効
な
事
業
で
あ
る
。

Ｏ
Ｏ
Ｊ
Ｃ
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
（
2
9
講
座
・
２
事
業
）

（
音
更
町
・
帯
広
大
谷
短
期
大
学
共
同
生
涯
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
事
業
）

9
7
8

Ｏ
Ｏ
Ｊ
Ｃ
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
小
学
生
講
座
（
４
講
座
）

1
2
1

高
校
開
放
講
座
（
８
講
座
）

（
音
更
町
・
音
更
高
等
学
校
連
携
生
涯
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
事
業
）

1
9
1

事
業

名
参
加
人
数

1
4
8

事
業

名
参
加
人
数
等

生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

3
,
6
1
7

1
8

(
単
位
人
)
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項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

６
.
文
化
・
芸
術
事
業
芸
術
鑑
賞
や
発
表
の
機
会
を
提
供
す
る
な
ど
豊
か
な
心
を
養
う
と
と
も
に
、
芸
術
文
化
の
向
上
に

努
め
た
。

(
単
位
人
)

中
学
生
の
た
め
の
音
楽
教
室

小
学
生
の
た
め
の
音
楽
教
室

文
化
祭

芸
術
鑑
賞
事
業
（
事
業
協
会
と
の
連
携
事
業
）
1
5
事
業

７
.
文
化
セ
ン
タ
ー
利
用
状

(
単
位
人
)

況
鑑
賞
会
や
発
表
会
、
講
座
、
各
種
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
に
幅
広
く
利
用

さ
れ
て
お
り
、
町
民
の
身
近
な
施
設
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
小
・
中
学
生
の
た
め
の
音
楽
教
室
）

生
涯
学
習
の
場
と
し
て
、
優
れ
た
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
演
奏
・
舞
台
公
演
に

肌
で
触
れ
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

（
文
化
祭
）

芸
能
発
表
会
や
作
品
展
示
会
を
通
じ
て
、
人
々
に
交
流
の
場
を
広
げ
、

潤
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
芸
術
活
動
を
促
進
し

て
い
る
。
た
だ
、
開
催
期
間
が
３
日
間
必
要
な
の
か
、
又
、
文
化
協
会
賞

贈
呈
式
が
昼
の
時
間
帯
で
あ
る
た
め
観
客
が
少
な
い
な
ど
が
、
今
後
の
検

討
課
題
で
あ
る
。

（
芸
術
鑑
賞
事
業
）

文
化
事
業
協
会
と
連
携
し
、
各
ジ
ャ
ン
ル
と
も
質
の
高
い
事
業
を
展
開

し
音
更
町
の
文
化
芸
術
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
る
。

5
,
0
0
0

8
,
3
8
1

内
容
鑑
賞
会

発
表
会

研
修
会
サ
ー
ク
ル

活
動
講
座
そ
の
他
計

講
演

事
業

名
参
加
人
数

9
9
8

1
,
5
6
8

８
.
図
書
、
視
聴
覚
の
振
興
（
１
）
図
書
館
の
利
用
状
況

①
図
書
の
貸
出
状
況

図
書
館

移
動
文
庫

分
館

団
体
、
相
互
貸
借

②
視
聴
覚
教
材
の
貸
出
状
況

（
単
位
件
）

さ
れ
て
お
り
、
町
民
の
身
近
な
施
設
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

現
在
実
施
し
て
い
る
各
種
事
業
を
継
続
・
充
実
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
。

教
材
（
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｃ
Ｄ
）
7
,
5
2
6

1
6
,
9
5
5

1
,
2
9
1
件

計
2
7
4
,
5
8
2

区
分

貸
出
件
数

2
0
6
,
2
7
7

5
4
,
4
2
3
人

2
5
,
5
0
0

1
0
校

2
5
,
8
5
0

6
,
9
8
2
人

3
,
8
2
7
8
9
,
8
8
3

区
分
貸
出
冊
数
貸
出
人
数
等

講
習
会

人
数
6
0
,
4
3
4
1
4
,
3
3
9
9
,
9
3
3
1
,
3
5
0

内
容
発
表
会

活
動
講
座
そ
の
他
計

講
演

利
用
状
況
を
示
す
数
値
は
全
て
前
年
度
を
上
回
っ
て
お
り
、
「
開
か
れ

て
い
る
図
書
館
」
と
し
て
ま
す
ま
す
普
及
し
て
い
る
が
、
町
民
一
人
当
た

り
の
蔵
書
冊
数
が
３
．
５
冊
と
な
っ
て
お
り
、
目
標
と
す
る
４
冊
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

人
口
の
増
加
と
予
算
上
の
制
約
が
あ
る
が
、
図
書
の
整
備
充
実
を
図

り
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
い
き
た

い
。

15



項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

③
図
書
館
（
本
館
）
の
入
館
者
数

人

④
図
書
館
の
蔵
書
冊
数
等

(
単
位
冊
)

（
２
）
図
書
館
事
業
の
実
施
状
況

(
単
位
人
)

図
書
館
資
料
の
活
用
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
各
事
業

は
、
前
年
度
と
同
様
だ
が
、
更
に
拡
大
す
べ
く
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
対

読
書
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル

応
し
た
事
業
メ
ニ
ュ
ー
も
検
討
し
た
い
。

図
書
交
換
会

蔵
書
冊
数
等

1
3
0

5
,
2
7
3

2
,
1
0
1

7
,
3
7
4

2
,
5
6
3

1
6
1
,
7
1
2

事
業

名
参
加
人
数

4
2
2

1
9
9

1
0
5
,
4
1
1

平
成
1
9
年
度
図
書
等
受
入
数
除
籍
冊
数
等

購
入
寄
贈
等

計

子
ど
も
映
画
会

エ
ッ
セ
イ
教
室

絵
本
作
家
講
演
会

絵
本
原
画
展

文
学
講
座

工
作
教
室

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

1
3
0 9

5
3

1
,
2
2
7

5
0

4
2
2

1
5
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項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

１
.
体
力
づ
く
り
、
健
康
づ
楽
し
く
継
続
的
に
体
力
づ
く
り
を
実
践
す
る
態
度
を
育
て
、
健
康
の
維
持
増
進
に
努
め
た
。

く
り
の
振
興

(
単
位
人
)

○
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ

・
幼
児
た
い
そ
う
教
室
（
幼
児
教
育
）

・
チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ポ
ー
ツ
教
室
（
少
年
教
育
）

・
い
き
い
き
女
性
軽
ス
ポ
ー
ツ
教
室
（
成
人
教
育
）

・
4
0
歳
～
6
4
歳
ま
で
の
軽
ス
ポ
ー
ツ
教
室
（
成
人
教
育
）

・
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
学
級
（
成
人
教
育
）

○
ス
ポ
ー
ツ
教
室

・
ジ
ュ
ニ
ア
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
教
室

・
初
心
者
ス
ケ
ー
ト
教
室

1
1
1

5
0

1
5
1

2
4

社
会
体
育
の
振
興

事
業

名
参
加
人
数

2
0

4
0

1
5
0

（
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
、
ス
ポ
ー
ツ
教
室
）

総
合
体
育
館
（
サ
ン
ド
ー
ム
お
と
ふ
け
）
と
温
水
プ
ー
ル
（
ア
ク
リ
ナ
ち

ゃ
っ
ぽ
）
で
は
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広
い
年
代
の
方
に
運
動
や
ス

ポ
ー
ツ
に
親
し
む
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
各
種
事
業
を
継
続
的
に
開

催
し
て
い
る
。

（
体
力
づ
く
り
教
室
）

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
や
水
中
運
動
な
ど
、
各
年
代
や
体
力
に
合
わ
せ
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。

・
初
心
者
ス
ケ
ー
ト
教
室

・
こ
ど
も
水
泳
教
室

・
大
人
水
泳
教
室

・
短
期
こ
ど
も
水
泳
教
室

・
こ
ど
も
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
水
泳
教
室

・
親
子
水
泳
教
室

・
大
人
の
水
泳
水
中
運
動
教
室

・
個
人
レ
ッ
ス
ン
（
大
人
水
泳
）

○
体
力
づ
く
り
教
室

・
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
エ
ア
ロ

・
大
人
の
た
め
の
ス
タ
ジ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム

・
水
中
運
動

○
各
種
大
会

・
す
ず
ら
ん
駅
伝
小
学
生
大
会
兼
健
康
マ
ラ
ソ
ン
大
会

・
町
民
ス
ケ
ー
ト
大
会

・
町
民
体
育
祭
（
1
1
種
目
）

・
秋
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
（
1
2
種
目
）

1
4

1
0
7

2
7

6
,
7
2
6

5
,
1
2
1

1
1
,
1
8
7

1
2
,
1
1
6

1
9
,
1
5
9

4
8
2

5
0

1
,
6
9
9

1
7
6

3
1
8

1
,
8
3
4

1
,
3
1
2

17

グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。

各
事
業
と
も
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

生
か
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
多
く
の
方
に
気
軽
に

楽
し
ん
で
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が
ら
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
各
種
大
会
）

町
体
育
協
会
と
そ
の
加
盟
団
体
は
、
教
育
委
員
会
と
共
催
、
ま
た
は
独

自
に
町
民
大
会
な
ど
の
「
各
種
大
会
」
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
日
ご
ろ
の
練

習
成
果
を
発
揮
し
合
い
、
参
加
者
同
士
の
交
流
と
親
睦
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
機
会
の
充
実
に
努
め
て
い
る
。

数
十
周
年
を
迎
え
る
大
会
も
あ
り
、
各
協
会
や
町
民
に
協
力
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
大
会
を
通
じ
た
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
が
図
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
今
後
と
も
体
育
協
会
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
事
業
を
進
め
て

い
き
た
い
。



項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

２
.
指
導
者
、
リ
ー
ダ
ー
の
指
導
者
及
び
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す
る
た
め
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

現
在
所
属
の
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
す
る
た
め

(
単
位
人
)

の
自
覚
と
資
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
団
相
互
の
交
流
を
深
め
る

べ
く
体
力
テ
ス
ト
や
演
習
、
創
作
活
動
を
実
施
し
た
。

よ
り
多
く
の
少
年
団
員
が
参
加
で
き
る
よ
う
、
少
年
団
活
動
と
重
複

し
な
い
日
程
や
、
充
実
し
た
内
容
を
検
討
す
る
な
ど
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年

団
本
部
と
協
議
し
な
が
ら
課
題
の
改
善
に
努
め
て
い
る
。

３
.
参
加
奨
励
各
種
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
参
加
を
奨
励
し
振
興
を
図
る
た
め
次
の
と
お
り
実
施
し
た
。

(
単
位
人
)

・
ス
ポ
ー
ツ
大
会
参
加
補
助
（
全
国
1
0
件
）

参
加
人
数

1
2

養
成

事
業

名
参
加
人
数

・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
リ
ー
ダ
ー
研
修
会

3
7

事
業

名

（
ス
ポ
ー
ツ
大
会
参
加
補
助
）

ス
ポ
ー
ツ
競
技
大
会
へ
の
参
加
に
対
し
て
補
助
を
し
て
い
る
が
、
す
べ
て

の
全
道
・
全
国
大
会
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。
今
後
、
増
加
傾
向
に
あ
る
各

種
大
会
に
対
し
て
、
補
助
対
象
範
囲
等
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
賞
等
表
彰
）

・
ス
ポ
ー
ツ
大
会
参
加
補
助
（
全
国
1
0
件
）

（
全
道
4
3
件
）

・
ス
ポ
ー
ツ
賞
等
表
彰

（
1
3
個
人
、
2
団
体
）

４
.
施
設
の
利
用
状
況
（
１
）
屋
内
体
育
施
設

（
２
）
軽
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

宝
来
軽
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

9
1
8
1
4
,
5
3
6

(
単
位
人
、
件
)

施
設
名

件
数
人
数

鈴
蘭
軽
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
1
,
2
0
5
1
3
,
0
8
7

6
7
,
7
1
2

温
水
プ
ー
ル
2
7
,
5
7
5

武
道

館
1
,
0
8
4
2
8
2
1
,
3
6
6

総
合
体
育
館
3
3
,
7
8
9
3
1
,
0
2
0
6
4
,
8
0
9
2
,
7
2
6
7
2
,
2
9
2

7
3
,
0
6
1

3
0
4
5
,
3
4
9

女
計
件
数
人
数

1
,
1
3
2
3
5
,
9
3
9

4
0
,
1
3
7

1
2

1
9
3

4
5 (
単
位
人
、
件
)

健
康
意
識
が
高
ま
る
中
で
、
誰
も
が
気
軽
に
健
康
づ
く
り
や
ス
ポ
－
ツ

に
い
そ
し
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）
～
（
３
）
の
体
育
施
設
は
、
施
設
の
整
備
補
修
に
よ
り
環
境
整
備

に
努
め
、
数
多
く
の
利
用
が
図
ら
れ
て
い
る
。

団
体
利
用

計

1
3
7
,
1
0
1

3
7
,
3
0
5

施
設
名

個
人
利
用

男

18

（
ス
ポ
ー
ツ
賞
等
表
彰
）

ス
ポ
ー
ツ
賞
等
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
に
基
づ
き
、
毎
年
ス
ポ
ー
ツ
分
野

に
お
い
て
、
優
秀
な
成
績
を
納
め
た
方
や
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
功
績
の
あ
っ

た
方
を
表
彰
し
て
い
る
。



項
目

成
果

教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

主
要
な
施
策

（
３
）
運
動
公
園
等

(
単
位
人
)

（
４
）
学
校
開
放
事
業

(
単
位
人
)

2
,
5
4
0

2
0
,
7
7
5

団
体

利
用

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
(
５
コ
ー
ス
)
1
2
0
,
6
1
6

計
1
7
4
,
8
2
9

個
人

利
用

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
(
６
コ
ー
ス
)

7
,
4
4
8

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場

9
,
0
4
2

木
野
河
川
緑
地
グ
ラ
ウ
ン
ド

4
,
8
8
5

音
幌
河
川
緑
地
グ
ラ
ウ
ン
ド

柳
町
河
川
緑
地
グ
ラ
ウ
ン
ド

3
,
3
5
5

施
設
名

人
数

希
望
が
丘
野
球
場

6
,
1
6
8

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
(
木
野
北
ほ
か
)

（
４
）
学
校
開
放
事
業
で
は
各
学
校
協
力
の
も
と
、
町
内
ス
ポ
ー
ツ
団
体
が
継

(
単
位
人
)

５
.
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
次
の
社
会
体
育
施
設
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た
。

（
１
）
温
水
プ
ー
ル

平
成
１
８
年
度
～

（
２
）
総
合
体
育
館
・
武
道
館
平
成
１
９
年
度
～

計
7
3
,
8
0
8

2
1
,
9
0
6

9
5
,
7
1
4

（
温
水
プ
ー
ル
）

開
館
時
間
及
び
開
館
日
が
増
え
た
こ
と
と
、
個
人
レ
ッ
ス
ン
の
導
入
な

ど
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
選
択
肢
が
増
え
た
た
め
、
子
供
か
ら
老
人
ま
で
幅
広
い

年
齢
層
に
好
評
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
利
用
者
数
も
町
が
管
理
し
て
い
た

時
と
比
較
し
平
成
１
８
年
度
、
平
成
１
９
年
度
と
も
約
2
5
%
増
と
な
っ
て

お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
は
費
用
対
効
果
も
含
め
指
定
管
理
者
制
度
導
入

に
よ
る
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
総
合
体
育
館
・
武
道
館
）
木
・
金
曜
日
の
開
館
時
間
を
夜
間
１
時
間
延

長
し
た
た
め
、
利
用
者
が
増
え
て
お
り
好
評
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
利
用

者
数
も
町
が
管
理
し
て
い
た
時
と
比
較
し
平
成
１
９
年
度
は
総
合
体
育
館

で
約
2
0
%
、
武
道
館
で
約
1
0
%
の
増
と
な
っ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
は

費
用
対
効
果
も
含
め
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
よ
る
一
定
の
効
果
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

地
域
開
放
校
(
1
0
校
)

種
目
指
定
開
放
校
(
1
1
校
)

19

続
的
に
活
動
で
き
る
拠
点
と
し
て
利
用
さ
れ
、
利
用
者
数
も
年
々
増
加
し
て

お
り
、
学
校
施
設
の
有
効
利
用
が
図
ら
れ
て
い
る
。



Ⅱ 資 料



教育委員会委員 （平成２０年４月１日現在）

～

～

～

～

～

教育委員会の組織 （平成２０年４月１日現在）

20

１ 教育委員会の組織

教
育
委
員
会

教

育

部

長

教

育

長

平成２４年１１月 １日

平成２３年 ３月３１日

平成１９年１１月 ５日

平成１２年１１月 ２日

平成１４年 １月２０日

平成１６年１１月 ２日

平成１９年 ４月 １日

田中 義博

赤間 義章

委 員 長

委員長代理

委 員

委 員

教 育 長

職 名 氏 名 教育委員の任期

加藤 禎一

古屋 泰江
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音更町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号。以下「法」という。）第２７条第 1 項の規定に基づき、音更町教育委員会

（以下「委員会」という。）の権限に属する事務（法第２３条各号に掲げる事務をい

う。）の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

（点検及び評価の実施）

第２条 委員会は、前条に規定する事務の管理及び執行の状況について、毎年度、前

年度分の点検及び評価を行うものとする。

２ 第１項の点検及び評価を行うに当たっては、法第２７条第２項の規定に基づき、

教育に関し学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の知見を活用するも

のとする。

３ 前項の学識経験者は、委員会において選任する。

４ 学識経験者は、委員会の求めに応じて、点検及び評価の方法並びに結果等につい

て、意見を述べることができるものとする。

（報告書の作成）

第３条 委員会は、前条の点検及び評価の結果を、報告書として作成しなければなら

ない。

（議会への提出）

第４条 委員会は、前条の報告書を音更町議会に提出するものとする。

（公表）

第５条 報告書は、前条の規定に基づく音更町議会への提出後、遅滞なく公表しなけ

ればならない。

２ 前項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法のうち、１以上の方法によって

行うものとする。

（１）音更町教育委員会公告式規則（昭和３１年音更町教育委員会規則第３号）に

規定する掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示する方法

（２）広報紙に掲載する方法

（３）インターネットを利用して閲覧に供する方法

（委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

第２章 教育委員会の設置及び組織

第１節 教育委員会の設置，委員及び会議

（設置）

第２条 都道府県，市（特別区を含む。以下同じ。 ）町村及び第２３条に規定する事務

の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

（組織）

第３条 教育委員会は，５人の委員をもつて組織する。ただし，条例で定めるところに

より，都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入

するものの教育委員会にあつては６人以上の委員，町村又は地方公共団体の組合のう

ち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては３人以上の委員をもつて組織す

ることができる。

（任命）

第４条 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で，人格が高潔で,教育,

学術及び文化（以下単に「教育」という。 ）に関し識見を有するもののうちから，地

方公共団体の長が，議会の同意を得て，任命する。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，委員となることができない。

（１） 破産者で復権を得ない者

（２） 禁錮以上の刑に処せられた者

３ 委員の任命については，そのうち委員の定数の２分の１以上の者が同一の政党に所

属することとなつてはならない。

４ 地方公共団体の長は，第１項の規定による委員の任命に当たつては，委員の年齢，

性別，職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに，委員のうちに保護者

（親権を行う者及び未成年後見人をいう。第４７条の５第２項において同じ。 ）であ

る者が含まれるようにしなければならない。

（任期）

第５条 委員の任期は，４年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間

とする。

２ 委員は，再任されることができる。

（委員長）

第１２条 教育委員会は，委員（第１６条第２項の規定により教育長に任命された委員

を除く。 ）のうちから，委員長を選挙しなければならない。

２ 委員長の任期は，１年とする。ただし，再選されることができる。

３ 委員長は，教育委員会の会議を主宰し，教育委員会を代表する。
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４ 委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，あらかじめ教育委員会の指

定する委員がその職務を行う。

（会議）

第１３条 教育委員会の会議は，委員長が招集する。

２ 教育委員会は，委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，議決

をすることができない。ただし，第５項の規定による除斥のため過半数に達しないと

き，又は同一の事件につき再度召集しても，なお過半数に達しないときは，この限り

でない。

３ 教育委員会の会議の議事は，第６項ただし書の発議に係るものを除き，出席委員の

過半数で決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。

４ 前２項の規定による会議若しくは議事又は第６項ただし書の発議に係る議事の定

足数については，委員長は，委員として計算するものとする。

５ 教育委員会の委員は，自己，配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事

件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件につい

ては，その議事に参与することができない。ただし，教育委員会の同意があるときは，

会議に出席し，発言することができる。

６ 教育委員会の会議は，公開する。ただし，人事に関する事件その他の事件について，

委員長又は委員の発議により，出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは，こ

れを公開しないことができる。

７ 前項ただし書の委員長又は委員の発議は，討論を行わないでその可否を決しなけれ

ばならない。

（教育委員会規則の制定等）

第１４条 教育委員会は，法令又は条例に違反しない限りにおいて，その権限に属する

事務に関し，教育委員会規則を制定することができる。

２ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し

必要な事項は，教育委員会規則で定める。

（教育委員会の議事運営）

第１５条 この法律に定めるもののほか，教育委員会の会議その他教育委員会の議事の

運営に関し必要な事項は，教育委員会規則で定める。

第２節 教育長及び事務局

（教育長）

第１６条 教育委員会に，教育長を置く。

２ 教育長は，第６条の規定にかかわらず，当該教育委員会の委員（委員長を除く。 ）

である者のうちから，教育委員会が任命する。

３ 教育長は，委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法第２７
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条，第２８条及び第２９条の規定の適用を妨げない。

４ 教育長は，委員の職を辞し，失い，又は罷免された場合においては，当然に，その

職を失うものとする。

（教育長の職務）

第１７条 教育長は，教育委員会の指揮監督の下に，教育委員会の権限に属するすべて

の事務をつかさどる。

２ 教育長は，教育委員会のすべての会議に出席し，議事について助言する。

３ 教育長は，自己，配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己

若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についての議事が

行われる場合においては，前項の規定にかかわらず，教育委員会の会議に出席するこ

とができない。ただし，委員として第１３条第５項ただし書の規定の適用があるもの

とする。

（事務局）

第１８条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため，教育委員会に事務局を置

く。

２ 教育委員会の事務局の内部組織は，教育委員会規則で定める。

第３章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

（教育委員会の職務権限）

第２３条 教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で，次に掲げ

るものを管理し，及び執行する。

（１） 教育委員会の所管に属する第３０条に規定する学校その他の教育機関（以下「学

校その他の教育機関」という。 ）の設置，管理及び廃止に関すること。

（２） 学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に

関すること。

（３） 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

（４） 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒，児童及び幼児の入学，転学及び退学に

関すること。

（５） 学校の組織編制，教育課程，学習指導，生徒指導及び職業指導に関すること。

（６） 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

（７） 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

（８） 校長，教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

（９） 校長，教員その他の教育関係職員並びに生徒，児童及び幼児の保健，安全，厚生

及び福利に関すること。

（10） 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

（11） 学校給食に関すること。
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（12） 青少年教育，女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

（13） スポーツに関すること。

（14） 文化財の保護に関すること。

（15） ユネスコ活動に関すること。

（16） 教育に関する法人に関すること。

（17） 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

（18） 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

（19） 前各号に掲げるもののほか，当該地方公共団体の区域内における教育に関する

事務に関すること。

（長の職務権限）

第２４条 地方公共団体の長は，次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し，及び執

行する。

（１） 大学に関すること。

（２） 私立学校に関すること。

（３） 教育財産を取得し、及び処分すること。

（４） 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

（５） 前号に掲げるもののほか，教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行する

こと。

（職務権限の特例）

第２４条の２ 前２条の規定にかかわらず，地方公共団体は，前条各号に掲げるものの

ほか，条例の定めるところにより，当該地方公共団体の長が，次の各号に掲げる教育

に関する事務のいずれか又はすべてを管理し,及び執行することとすることができる。

（１）スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。

（２）文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。

２ 地方公共団体の議会は，前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に，当該地方公

共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

（事務処理の法令準拠）

第２５条 教育委員会及び地方公共団体の長は，それぞれ前３条の事務を管理し，及び

執行するに当たつては，法令，条例，地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関

の定める規則及び規程に基づかなければならない。

（事務の委任等）

第２６条 教育委員会は，教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し，又は教育長をして臨時に代理させることができる。

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事務は，教育長に委任することができない。

（１）教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
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（２） 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

（３） 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

（４） 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免

その他の人事に関すること。

（５） 次条の規定による点検及び評価に関すること。

（６） 第２９条に規定する意見の申出に関すること。

３ 教育長は，第１項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部

を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（以

下この項及び次条第１項において「事務局職員等」という。 ）に委任し，又は事務局

職員等をして臨時に代理させることができる。

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第２７条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育

長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務

局職員等に委任された事務を含む。）を含む。 ）の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，

公表しなければならない。

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たつては，教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。

（教育委員会の意見聴取）

第２９条 地方公共団体の長は，歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その

他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成す

る場合においては，教育委員会の意見をきかなければならない。


